
独立行政法人制度の主な仕組み

業務の質・効率性の向上、自律的な業務運営の確保、業務の透明性の確保を図るべく、
以下の仕組みが独立行政法人通則法に規定されている。

主務大臣 法人の長

毎年度
年度計画の策定

年度評価 実績報告・自己評価（年度）

最終年度

見込評価
（現目標期間に見込まれる評価） 実績報告・自己評価（見込）

見直し内容の策定

次期中期目標の策定・指示 次期中期計画の策定
（主務大臣の認可）

初年度 期間実績評価
（前目標期間全体の評価）

実績報告・自己評価
（前目標期間全体）

活用

活用

活用

反映

十分な議論

活用

主務大臣の役割： 中期目標策定・中期計画認可、評価、見直し内容＊

法人の長の役割： 中期計画策定、実績報告・自己評価

これらのプロセスをすべて公表し、
総務省独立行政法人評価制度委員会はこれらのプロセスを点検（必要に応じて意見）

ミッションの付与

ミッションの実現
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＊見直し内容 中期目標期間の最終年度に、見込評価で抽出された課題や
社会経済情勢等の変化を踏まえ、今後の業務・組織全般について検討したもの
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11月28日 総務省より、次期中期目標等提出のための事務連絡発出

12月15日 総務省へ次期目標（時点版）を提出し、協議開始

1月頃 財務省へ次期目標（時点版）を提出し、協議開始

1月16日 有識者会合（第２回）を開催
（法人ヒアリング、中期目標案・中期計画案の検討）

1月25日 独立行政法人評価制度委員会評価部会（目標案の調査審議）

～2月9日 総務省に対しての目標案諮問
（公文による手続き、目標案決定文章を委員会へ通知）

2月15日 独立行政法人評価制度委員会（目標案に対する意見決定）

～2月末 財務省に対して目標案諮問（公文による手続き）
文部科学大臣による中期目標の策定・法人への指示
所管法人より中期計画案の認可申請

～3月末

4月1日

主務大臣による中長期計画認可
所管法人による、年度計画・業務方法書の提出
新中期目標・計画のスタート

評価等のスケジュール （見直し法人）
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